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総 会 【構成団体 42市町村の水道事業主担者※全体で構成】 

※水道事業を統合した市町村は、長が指定する者 

副

企

業

長 

・審議事項：事業運営に関わる重要事項の審議（首長会議に付議すべき事項、予算、 

      決算、条例の制定・改廃、利益処分等の原案協議など） 

 

・組   織：総会、幹事会、ブロック会議（北大阪、東部大阪、河南、阪南）、 

             専門部会（運営方針等検討部会、水道・工業用水道部会、技術部会、広域化推進部会） 

幹 事 会 

広域事業部 

運営協議会 

【各ブロック代表（２人）、運営協議会議長選出都市の水道事業主担者で構成】 

構成団体 

ブロック会議 

 

 

 

 

首長会議 

附属機関 

経営・事業等 

評価委員会 等 

構成団体 

･料金、規約変更な

ど特に重要な事項

を協議 

･予算、決算などの

重要案件を報告 

水道・工業用水道部会 

総務部 

広域化推進部会 
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技術部会 運営方針等検討部会 

 

水道事業部 


